
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＭＧＵ 労働福祉ビジョン 
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1. 労働福祉ビジョンの位置づけについて 

今回提示する労働福祉ビジョンは、私たちを取り巻く環境を踏まえ、解決すべき課題に対して短期的

（１～２年）に対応すべき項目と中期的（３～５年）に対応すべき項目についてＩＭＧＵとしての方向

性を示します。合わせて、各支部は自社の労働条件の課題解決に向けた対応とＩＭＧＵの方向性を踏ま

えたあるべき姿に向け「労働条件ロードマップ」を作成し、その実現に計画的に取り組みます。 

 

◆ 労働条件における中長期的な視点を持ったビジョンを策定し、総合的な労働福祉の取り組みを推

進することで三越伊勢丹グループ労働組合基本理念の「目的」である「わたしたちの幸せを創造

し続けること」を目指します。 

◆ 本ビジョンは、三越伊勢丹グループ各社の労働条件が異なる中、三越伊勢丹グループ労働組合と

して全支部における基本的な労働条件について、５年後である 2028 年までに目指すべき方向性

を示したものです。 

◆ 具体的な取り組みについては、各支部において、本ビジョンに対応した「目指すレベル」及び「取

り組み手法とそのスケジュール」を決定し、その後各年の労使通年協議における協議に活かして

いきます。 

◆ 中期ビジョンは、全支部共通のため、支部によってはすでに労働条件の水準が上回っていること

もありますが、その場合においては支部独自で目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三越伊勢丹グループ労働組合基本理念 

【目的】 

わたしたちの幸せを創造し続けること 

 

 
労働福祉ビジョン 

（５年間の中期計画） 

 

運動方針 

（２年間） 

 

労使通年協議 

（１年間） 

 

◆ ２年ごとに設定する「運動方針」と「三

越伊勢丹グループ労働組合基本理念」を

つなぐ、労働福祉における分野別中期計

画をして位置づけます。 

◆ 意味合いとしては、会社に組合の意志を

示しながら、メンバーと共に「取り組み

内容の共有化」を図り実現性を高めるも

のです。 
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2. 私たちを取り巻く環境 

（1）私たちを取り巻く環境について 

【日本経済】 

私たちを取り巻く環境については、新型コロナウイルスの影響を受け、消費行動も大きく変化する中

で、小売業界は大きな影響を受け、消費者の購買行動の変化も相まって厳しい状況を余儀なくされまし

た。2021 年 10 月以降は経済活動の正常化の動きがあり、景気が上向く兆しも見られ、個人消費につい

ても人出の回復が顕著に進んだことを背景にサービス消費を中心に回復傾向となりました。今後、経済

の活性化により個人消費は回復基調が見込まれていますが、先行きは未だ不透明な状況が続いており、

新たな生活様式の広がりや消費行動の更なる変化が予測されます。 

【物価】 

2022年の消費者物価指数は、渡航制限やロックダウンによるサプライチェーンの停滞、それに伴う

人手不足を要因とした物流コストの増加、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う原油などのエネルギー

や小麦などの農産品の価格の高騰、金融緩和の影響による円安の進行と、多くの要因から上昇傾向に

あります。具体的には、2022年８月の消費者物価指数からは 3.0％を超える水準となり消費増税の影

響を除くと 30年以上ぶりの高い水準となり 2022年 12月に至るまで上昇し続けています。 

【雇用】 

雇用については、近年の就業者数と失業者数の推移からも緩やかに改善している傾向にあります。

就業者数は、正規雇用者ではコロナ禍で人手不足感の強かった医療・福祉や情報通信等を中心に増加

傾向を継続して辿っている他、非正規雇用者についても対面型サービス業中心に増加傾向にありま

す。2020年以降増加傾向にあった失業率についても 2021年以降段階的ではあるが緩やかに低下してお

り、2022年時点では 2%半ばを維持しています。高齢者雇用については 2021年４月１日施行の「高齢

者雇用安定法改正」により、65歳までの雇用確保（義務）に加え、 65歳から 70歳までの就業機会確

保が努力義務となり、企業はその対応を講じることが求められています。 

【小売業界の動向】 

 2021年の小売業界の売上は 150兆 4,620億円と百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストアの売

上額が増加した一方で、家電大型専門店やスーパーの売上額が減少しています。全国百貨店売上高は 4

兆 4,182億円と既存店ベースで前年比 5.8％増と４年ぶりに増加しましたが、コロナ禍前の 19年比で

は 21.5％減と 1兆 5,000億円の売上減となり、これまで百貨店売上を牽引したインバウンド需要も

87.6％減と厳しい状況が続いています。また、百貨店の店舗数も 2020年１月の 207店から 2021年１

月には 196店、22年１月時点では 189店まで減少しています。政府による外国人観光客の受け入れ再

開に向けた動きもありインバウンド需要の回復が期待されていますが、百貨店業界における業態再編

の動きも活発化しており、新たな商業施設やマンション・オフィス・ホテルなどを併設した複合施設

など、これまでのモノを売る商売だけではなく、“まち”全体の魅力を高めていくことが百貨店に求

められてくることとなります。 

【三越伊勢丹グループ】 

2022年度の三越伊勢丹グループの第二四半期決算において、当初の計画通りに“百貨店の再生”が

進み、売上高は回復基調であることが発表されています。加えて、収支構造改革による経費コントロ

ールにて営業利益が創出できる事業構造に変革しています。具体的には、営業利益予測が第一四半期

決算から＋70億円の 240億円と上方修正がなされており、統合後最高益である営業利益 348億円も

2024年度には達成できる見込みと発表がされています。 
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（2）今後想定される環境認識について 

【日本経済】 

日本経済は、海外経済の減速や海外への所得流出といった下押し圧力を受けるものの、新型コロ

ナウイルス感染症や供給制約の影響が和らぐもとで、回復していくと考えられています。企業収益

は、原材料コスト高が下押し圧力として作用するものの、数年は全体として高水準を維持すると予

想されています。雇用者所得は、労働需給の改善等を反映して賃金上昇率も高まり、緩やかな増加

をしていくと予測されています。今後の日本経済は所得から支出への前向きの循環メカニズムが経

済全体で徐々に強まり、成長を続けると考えられますが、成長ペースは徐々に鈍化していくことが

予測されています。 

【物価】 

2022年度の消費者物価（除く生鮮食品）の前年比は、年末にかけて、エネルギーや食料品、耐久

財などの価格上昇により上昇率を高めたあと、2023年度半ばにかけて、プラス幅を縮小していくと

予想されます。その後、中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率も高まっていくもとで再びプラス

幅を緩やかに拡大していくとみられます。 また、中長期的な予想物価上昇率をみると、短期と比べ

るとペースは緩やかながら上昇していくと想定されます。  

【雇用】 

今後、少子高齢化が進むことによる労働人口の減少に伴い、労働力の確保と誰もが意欲と能力に

応じて働ける職場環境を整備することが不可欠となることが想定されます。経団連は、人財の確保

に向けた「新卒一括採用」から「通年採用」の割合を増やす指針を掲げており、企業は今後の動向

を踏まえながら人財の確保に向けた魅力ある労働条件（処遇・評価）の構築、スキルを身に付ける

ための教育・育成などの充実が求められます。 

【三越伊勢丹グループ】 

三越伊勢丹グループは 2021年度に出された中期経営計画の中で『お客さまの暮らしを豊かにす

る､“特別な”百貨店を中核とした小売グループ』を長期的に目指す姿として掲げられています。 

この目指す姿は、2030年度までの実現を目指し、2023年度までを再生フェーズ、2026年度までを展

開フェーズ、2027年度からを結実フェーズとして戦略ステップも掲げられています。 

2022年３月期の決算説明会において、連邦戦略に向けた人財力の最大化に向け、「個に寄添う生

涯ＣＤＰ」「経営人財、高度専門人財の育成」が 2022年度の取り組みとして掲げられ、イノベーシ

ョンの創出を目的としたグループ内出向の拡充、成長事業を見据えた社外出向による人財育成が実

施されています。世の中の雇用状況の変化に伴い、やりがい・働きがいを持てる労働条件（採用・

育成・処遇・評価）や転居を伴う出向のあり方など、企業環境の変化に応じて対応していく必要が

あり、中期経営計画の進捗を確認しながらメンバー一人ひとりのキャリアの充実に向けた取り組み

を推進していく必要があります。 
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3. 中期ビジョンの策定にあたって大切にしたい考え方 

ＩＭＧＵでは、基本理念に掲げている「私たちの幸せを創造し続けること」の実現に向けて、三越

伊勢丹グループで働くメンバーが長期間にわたり高いモチベーションを持ちながら成果を上げてい

くため、労働福祉ビジョンにおいて３つの大切にしたい考え方を示し、重点政策の策定へとつなげて

いく。 

【ＩＭＧＵのスタンス】 

（１） 「雇用の確保」を最重視する 

（２） 労働条件は社会的にも優位性ある水準を目指す 

（３） 多様性を力に変える取り組みを推進する 

（1）「雇用の確保」を最重視する 

労働条件の中で最も優先すべきは「雇用確保」であり、その前提には企業・事業の存続が不可欠

となる。実現に向けては、個人の持つ力を最大限発揮すると共に、各社の成長・発展が雇用の確保

に繋がることから、経営対策活動を始めとした取り組みについても推進を図る。 

   

（2）労働条件は社会的にも優位性ある水準を目指す 

水準の底上げを図り社会的にも優位性ある水準を目指す。同業他社 地場の採用競争力を鑑みな

がら労働条件については優位性ある水準を目指す。 

 

（3）多様性を力に変える 

雇用形態や疾病・障がい、育児介護など、メンバーの多様性を踏まえ、それらの違いを職場の生

産性に繋げるために仕組みの構築・運用の整備に取組む。加えて、メンバー一人ひとりの働き方が

尊重される職場風土の実現を目指す。 

 

4. 労働福祉ビジョン策定に向けて 

（1）セーフティーネット 

社会的な環境の変化が進む中、全従業員のあるべき安心・セーフティーネットに対する取り組み

も変化してきている。安心して働ける条件を整備することを通じて個人の能力を最大限発揮するこ

とを可能にしていくとともにその先の生産性向上に繋げていく。 

 

（2）働き方 

生活と仕事の調和（ワークライフバランス）を実現しつつ、生涯にわたって安心して長く働き続

けられるための仕組みの構築や運用の整備をすることで、働く選択肢が広げ、自己実現や生産性の

向上に繋げていく。合わせて、その先の全従業員の定着率向上や採用競争力の向上に繋げていく。 

 

（3）人事賃金制度 

三越伊勢丹グループの成長・発展には、その担い手である三越伊勢丹グループで働くメンバー一

人ひとりのやりがい・働きがいを実現し、生産性を高めるための仕組みの構築と適正な運用が不可

欠となる。三越伊勢丹グループにおいて、役割と成果を基軸として運用している「役割成果主義」

をベースとしながら、グループ・企業の戦略、働き方と賃金との整合性が図られた人事賃金制度の

構築とその適正な運用に取り組む。 

 

（4）福利厚生 

従業員のニーズ等を踏まえながら三越伊勢丹グループや企業としての福利厚生の充実を図り、全

従業員の満足度や企業の魅力度向上に繋げていく。 
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5. 労働福祉ビジョン策定に向けた政策分野および重点政策について 
（1）セーフティーネット 

【目指す姿】 

 三越伊勢丹グループで働く従業員が、安心して働き続け生産性向上に向けてモチベーションを高

く取り組めるよう、総合労働福祉の観点で、多様性や環境変化に応じたセーフティーネットの整備

をおこなう。 

 

セーフティーネットは、これまで従業員の安心として取り組んでいる「雇用の確保」や「最低賃

金」等に加え、様々な環境変化を捉えながら、今後のあるべき安心を追求していく。 

変化に応じて選択肢を拡充し安心できる状態へと導くことで、各人の能力を活かし成果を発揮す

る場の創出、全従業員の納得性の向上へつながり、その先の生産性向上にもつながると考える。 

 

＜＜具体的な取り組み項目＞＞ 

①両立支援の仕組み確立に向けた取り組み 

病気・出産育児・介護等により、意欲と能力がありながらも制約のある働き方にならざるを得な

い状況下であることに対して、働き方の整備等を通じて、仕事との両立ができる環境を整えていく。 

取り組むにあたっては、両立支援の仕組みとして導入されている制度や福利厚生についてグルー

プ内の理解浸透も含めて、運用の徹底を図り、その先の「人財の確保・定着」へとつなげていく。 

 

②働くことに必要な環境への取り組み 

全従業員が心身共に健康であるためには、「快適に働ける環境への取り組み」をおこなうととも

に、「従業員の健康管理の推進」に取り組む必要がある。 

取り組むにあたっては、会社・労働組合が連携し「働く環境の整備」を積極的に推進していく必

要がある。安全衛生に関する基準を定め、現状よりも取り組みレベルの向上を図ることで、労働災

害の未然防止とその先の働きやすい環境を作り上げていく。 

また、総合労働福祉の視点を持って、三越伊勢丹ホールディングス・三越伊勢丹健康保険組合・

三越伊勢丹グループ共済会と連携した「健康管理への取り組み」「必要な保障のあり方」等を整備し

ていく。 



7 

（2）働き方 

【目指す姿】 

 変化し続ける仕事・個人の価値観・ライフステージに対し、キャリア・ライフともに個人が活躍

し自己実現につながる働き方の確立をおこなう。 

 

近年、社会・経済環境が変化し続けていることや顧客ニーズが多様化することで、従業員の働き

方における変化への対応が多岐にわたるようになってきている。加えて、労働人口の減少傾向に伴

いこれまで以上に労働力の確保が難しくなることも想定されている。 

このように仕事に対する価値観やワークライフバランス等社会的意識が変化している中、個人が

「働きがい、生きがい」を持って公私ともに活躍できるような納得性の高い働き方がより重要にな

ってきている。 

個人が活躍し、自己実現を成し遂げることで、個人の活躍が企業における生産性向上、従業員の

定着率向上、採用競争力向上に結び付くと考えられることから、時代・環境の変化に応じた働き方

の検討・確立をおこなう。 

  

＜＜具体的な取り組み項目＞＞ 

①労働時間短縮に向けた取り組み 

労働時間の短縮に向けては、生産性向上の視点で総実労働時間の短縮に取り組む。支部において

は総実労働時間 1800 時間未満を達成・維持すると共に、1700 時間以下の実現を目指していく。合

わせて働く魅力度向上の視点で、各事業会社における業界の優位性を確保することができる所定労

働時間の短縮に取り組む。 

また、コンプライアンスの視点より、36協定等時間管理に関する協定のルール及びフローを整備

し、遵守されている状態としていく。 

【協定のルール例】 

月間・年間の時間外労働時間（所定/法定）、休息時間、就業形態、変形労働時間、深夜・早朝勤

務、休日出勤、等 

 

②柔軟な働き方の確立に向けた取り組み 

変化する「個人の価値観やライフステージ」と「仕事の質・内容」等を考慮しながら「短時間正

社員」、「時間単位有給休暇」「テレワーク」等の柔軟な働き方の確立をおこない、全従業員が自身の

働き方について広く選択ができるように整備をおこなう。 

一方で、「テレワーク」のように、業界や及び企業の特性により、必ずしも各社において適した働

き方になるとは限らない仕組みがあると考える。そのような仕組みおいては、支部が提示された働

き方の内容を受けて自支部の特性やメンバー間の公平性等を勘案し、導入・運用できるか否かを判

断できるようにサポートをおこなう。また、「短時間正社員」や「時間単位有給休暇」等、各支部に

等しく導入していく仕組みについては、働き方の内容を提示した上で、導入に向けた支部のサポー

トをおこなう。いずれの場合においても、柔軟な働き方について研究をおこなった上で、「短時間正

社員」「時間単位有給休暇」や「テレワーク」等の考え方・内容を支部に対して提示をおこなえるよ

う取り組んでいく。 

「兼業副業」のように導入されているものの、浸透が進んでいないと捉えられる仕組みについて

は、情報や知識の共有を図ることで課題の解消に取り組んでいく。 

 

③よりよい風土づくりに向けた取り組み 

よりよい風土づくりの実現は、労使協議を通じて取り組むことであり、事業会社が主体的に取り

組むことで成し遂げられると考える。三越伊勢丹グループで働く者同士がお互いを尊重できるよう

にしていくためには、今まで以上に人と人とが認め合うことが求められる。そのためには、お互い

を尊重することを目指し取り組んでいる「挨拶」、「さん付け」、「１ＯＮ１ミーティング」等を着実

に取り組み、継続することが必要と考える。 

従って、労働組合としては、よりよい風土に向けた取り組みが各支部で着実に実施され続けられ

るように労使確認をおこない、その先にあるいきいきと働ける職場を目指していく。 

ハラスメントについては、労使間にてハラスメント防止対策委員会の設置と実施、各種ｅラーニ

ング等を継続しながらも、コンプライアンス上許されるものではないことから根絶していく。 



8 

（3）人事賃金制度 

【賃金体系】 

【目指す姿】 

  「グループとして最も重要な資産である人を最大限に活かす」という観点から、グループ・企業

戦略との整合性や各仕組みの関連性を考慮の上、全従業員にとって納得性のある制度と運用、魅力

ある処遇の構築に取り組む。 

 

今後の人事賃金制度は、グループ・企業の戦略、働き方や従業員の状況・環境の変化に応じた検

討をおこないます。あわせて、将来にわたってグループ及び企業の人財として活躍するベースとな

る制度の構築及び運用における納得性を高めることが求められると考える。 

人事賃金制度は、「本給」「育成」「評価」「賞与」を軸として構築されているため相互の関連性を

踏まえて、グループの共通の考え方である「役割成果主義人事賃金制度」をベースに検討をおこな

う。その上で、グループ・企業における人事賃金制度の納得性向上に向け、本給・賞与水準につい

ては自他ともに納得性の高い仕組みの構築を目指す。 

また、全従業員の納得性ある人事賃金制度の確立に向けては、評価等の運用の徹底やキャリアを

後押しする仕組みとして教育体系（育成）の整備にも取り組む。 

 

＜＜具体的な取り組み項目＞＞ 

①三越伊勢丹グループとしての人財の活性化と納得性ある人事賃金制度・運用の整備 

人事賃金制度については、グループ・企業の戦略の実現に向けてグループ内の人財の流動性が進

む中において、人財の活性化を実現していくグループの人事賃金制度の構築に順次取り組む。その

中では、各社の業界や地域の賃金の優位性等を勘案し、本給制度の整備に取り組み、グループ内で

活躍できるベースを整えていく。合わせて、グループ内の様々な企業や職種の特性を捉え、必要に

応じた独自の人事賃金制度の構築もおこない、環境に応じた人財の活性化も目指していく。 

一方で、人事賃金制度の納得性向上には、面談（目標設定・中間・評価フィードバック）の徹底

が必要となることから、労使で運用の確認を含めて継続して取り組んでいく。 

賞与については、本給と賞与のバランスを考慮しながらグループ・企業の戦略に応じ、従業員が

企業・グループの価値向上に取り組むことができる仕組みを目指す。三越伊勢丹グループとして業

界における魅力ある処遇の実現として年間支給ヶ月全社３ヶ月以上に取り組んでいく。加えて、各

社の生産性向上に基づいた水準の引き上げにも取り組んでいく。 

 

②グループとしてのキャリア形成の整備 

「グループの最も重要な資産としての人を最大限に活かす」ため、人事賃金制度の改定を進める。

また、全従業員に対する人事賃金制度の納得性向上に向けては、グループとしてのキャリア形成の整

備をおこなう必要がある。具体的には、役割成果主義人事賃金制度のサブシステムとして、キャリア

形成の仕組み、進級・昇格のあり方、育成体系の整備等をおこない人事賃金制度の適正な運用を実現

していく。 

各社で働く全従業員が等しく個人の活躍や自己実現を目指せるように、グループとしてのキャリ

ア・ライフに必要な全社ベースの職務別や年代別の教育体系についても労使協議の上で整備に取り組

んでいく。 

 

③60歳以降の働き方の確立に向けた取り組み 

70 歳までの雇用義務化が想定される中、各企業において 70 歳までの雇用のあり方とその働き方

について整備する必要があると考える。 

支部においては 70 歳までの雇用及び雇用形態のあり方を整備するとともに、60 歳以降の従業員

における担う役割・業務と賃金のバランス等を検証し、必要に応じた 60 歳以降再雇用者の賃金水

準の引き上げに取り組む。各支部では各雇用形態の特性等を踏まえた上で、定年退職年齢の延長を

検討する。本部としては支部が必要に応じた制度改定がおこなえるよう定年退職年齢延長の考え方

を提示していく。なお、本取り組みを推進するにあたっては、現在雇用されている 70歳以降従業員

の雇用と働き方の整理を視野に入れ取り組むこととする。 
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（4）福利厚生 

【目指す姿】 

   従業員満足度向上や企業としての魅力度向上を目指して、全ての従業員が安心かつ快適に働くこ

とができる環境等、福利厚生の整備をおこなう。 

 

近年は、就職活動における着眼点に福利厚生が入る等、社会環境も含め福利厚生の環境が変化し

ている。従って、このような変化に対応した三越伊勢丹グループとしての福利厚生（制度・仕組み・

施設等）の整備をおこなうことが必要となっている。整備をおこなうにあたっては、職場環境、生

活、健康の視点で取り組んでいく。 

（例） 

  職場環境：従業員食堂・食事環境、休憩所・休憩環境、トイレ、ロッカー、更衣室・更衣環境等、 

その他安全衛生関連 

生活：従業員買物、保険、住まい、余暇等 

健康：疾病予防、疾病、健康相談、保障等 

 

職場環境の視点では、各支部が各従業員施設について、労働安全衛生法の遵守は前提として、各

企業の業界特性、職場における働き方等を踏まえた快適な環境整備に向け取り組み、施設の維持向

上を常に図っていく。 

生活や健康の視点では、グループ全体に向けたあるべき従業員買物における条件、保険等必要な

保障のあり方、余暇に必要な制度・施設のあり方等の整備を三越伊勢丹グループ労働組合本部が、

三越伊勢丹ホールディングス・三越伊勢丹グループ共済会・三越伊勢丹健康保険組合に働きかけお

こなっていく。 


